
現代H本語での「の」と撥音の交替

ー音声上の特徴から見た撥音形の容認性に関する一傾向一

那 須 昭 夫

1.序論

話し言葉では、「そのとき～そんとき」、「目の中～目ん中」、「彼のところ～彼んところ」、

「…ものだ～…もんだ」、「…なのです～…なんです」のように、「の」のモーラが撥音と

交替する現象がしばしば観察される。『日本語教育事典』（縮刷版p.52)では、このよう

な現象を「「の」とともに起こる縮約」として立項しているが、「…になる～…んなる」

などのように、「に」が撥音と交替するケースも観察される。ただ、撥音と交替するモー

ラが「の」であろうと「に」であろうと、 (1)のような連鎖が含まれているということは

共通している。

(1) 音声的条件

C1 VC1 (i = [ -continuant]。Cn [coronal] PL) 
(1)は、同一の調音位置での閉鎖を伴う子音によって母音が挟まれるという連鎖を意味

している。（）内は子音Cの性質を示しており、「の」と撥音とが交替するケースでは「歯

茎で閉鎖が生じる」という性質が母音を挟む二つの子音に要求されていることを意味し

ている。 (2)に挙げる具体例は、いずれもこのような連鎖を有していることがわかる（下

線部）。

(2) 具体例

そのとき： sonotoki> soNtoki 

目の中： me凹gaka> meNnaka 

彼の所： kare~吐okoro> kareNtokoro 

～ものだ： ～mo胚咀a>,....__,moNda

～なのです： ～na墜些~su>,....__,naNdesu 

～になる： ～直:Q_aru>,....__,Nnaru 

CVモーラが撥音と交替するこれらの現象に、 (1)のような「音声的条件」が関与している

ということについては、すでに林 (1985) に似たような指摘がある。林はその音声的条

件が撥音便の発生条件と類似しているとし、具体的に「＜音便〉を生じた拍の子音と後続

の子音がいずれも coronalconsonantで、閉鎖・狭窄の位置をほぼ等しくする」と述べ

ているが、その記述は(1)の内容とは多少異なっている。林は「閉鎖」に加えて「狭窄」

の位置の同一性も条件として挙げているが、 (1)では摩擦子音がその環境に現れる場合を
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除外してある。これは、摩擦子音が関与する場合には撥音への変化が容認されないとい

う事実に基づく。 Clements(1985、1987)、Honma(1990)の素性階層理論に従うと、

Oral cavity節点 (OC)に付属する[-continuant] とPlace節点 (PL)に付属する

[coronal]の両素性は、 (1)の条件において同時に充足されていなければならない（注1)。た

とえば「目の外 (menosoto)」では「＊目ん外」への交替が容認されないが、その理由は、

「外」の最初の摩擦子音 [s]が [coronal]PLを満たす一方で、せばめ素性に関しては［＋

continuant]。cという素性を持っており、(1)の条件を満たし得ないからであると理解する

ことができる。

本稿では、現代日本語における「の」と撥音との交替現象に関わる音声的な要因につ

いて考察する。後述の通り、この交替は形態音韻論的に規則化された現象とは考えられ

ないのであるが、同時に、それでもなんらかの音韻論的基準によって撥音形の可否が判

断されているという側面を見出すことができる。本稿では撥音形の容認の是非をめぐる

基準とは何かという点に焦点を当てて、交替の結果生じる撥音の具体的音声の種類がそ

の基準として関与しているということを論じる。

2.現象の性質

(1)の連鎖では、同一位置での「閉鎖＞開放」の調音運動が母音を挟んで二度連続して

生じるわけだが、このような特徴を持つ連鎖は、「の」と撥音との交替を起こす例だけに

観察されるわけではなく、以下に挙げるように日本語のあらゆる連鎖にごく普通に見ら

れる。

(3) -C1VC1― 
a.句構造内部：ここから ko担些ara、そこから SO担也ara、自宅から zita担也ara

b.同一形態素内部：あたたかい a坦捻kai

c.和語複合語内部：ふきこみ hu匝komi、ひきこむ hi担komu

d.漢語複合語内部：旅客機ryoka担些i、洗濯機seNta担ili_i

-C1VC1ーの連鎖は(2)や (3a)のように句構造において観察されるだけでなく、 (3b-d)

のように語彙レベルでも観察される。また語彙レベルの例の中でも、 (2b)のように同一

形態素内に当該の連鎖が見られる例もあれば、 (3c、d)のように複合語の構成要素間に

この連鎖が現れる例もある。さらに、 (3c) (3d)の例より、語種の違いは問題にならな

いことが分かる。

興味深いのは、こういった連鎖でしばしば次のような音の交替が共通して観察される

ということである。しかも、いずれの場合も(2)のケースと同様に、一C1VC1ーに含まれる

母音Vが脱落して一CCーという子音の塊が現れる。

(4) -C1VC1->-CC-

a. ここから： ko担世ara>ko坦5ara、そこから SO担些ara>so担~ara、

自宅から： zita担也ara>zita担~ara（注2)

b.あたたかい： a竪!akai>a且akai
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c. ふきこみ： hu担komi>hu担~omi（注3)、ひきこむ： hi桓komu> hikkomu 

d. 旅客機： ryoka担也i>ryoka担外洗濯機： seNta担也i>seNta担~i

具体的な交替の相を見た場合、 (2)の例では問題の箇所が撥音へと変化する一方で、 (4)

の例では促音が現れているという違いが見出される。だが両者は、 (1)で表される環境で

母音が脱落して特殊拍へと交替するという点では、一致した性格を持つ。そして、この

ような共通したあり方が(1)の連鎖で生じるということから、この連鎖には音の交替の動

機となるような性質が存在していると考えることができる。先述のように、—C1VC1 ―と

いう連鎖では同一位置での「閉鎖＞開放」という調音運動が母音を挟んで繰り返される

が、これが一CCーの形へと変化した場合、その調音運動は一回分減少することになる。

そこでこのような事実から、この交替が「調音労力の低減」を指向して生じると考えら

れることが多い。たとえば『音声学大辞典』の「音声変化」の項を見ると、「語中の音が

発音から消滅するもので、発音の経済化のために起こる現象である」との記述がある。

また、中尾 (1981)がまとめているように、音の変化が特定の音声環境での調音運動の

容易化を契機にして生じるとする見方は、音韻変化に深く言及した Paul(1920)や

Bloomfield (1933)などの言語学者によって古くから指摘されてきた考え方である。

「調音労力の低減」とは、「発音しにくさ／しやすさ」という問題と深い関係がある。

たとえば上の(2)(4)に挙げた例では、それらをゆっくり丁寧に発音した場合には音の交替

は生じにくいが、通常の会話のスピードで発音した場合には音の交替した形が現れやす

ぃ。スピーチ・スタイルによっては一音ー音丁寧に発音することが困難であり、どうし

ても調音運動を省略した発音になりがちであるが、そのような場合の「発音しにくさ」

は、たしかに多くの話者が共通して感じるものであると思われる。

こうしたことから、音の交替に対する「調音労力の低減」という観点からの説明は、

一見したところ妥当性を持つように感じられる。しかしながら、実際の現象を詳しく観

察してみると、「発音のしにくさ」がすぐさま音の交替をもたらしていると考えることに

は問題が多いことに気付く。ここで問題点を二つほど指摘しておきたい。まず、特定の

連鎖が「発音しにくい」ものであるということについて、これまで客観的な方法でその

「発音のしにくさ」が証明されてきたわけではないという点が第一の問題である。いわば

「発音のしにくさ」は、話者の心理的印象の域を出ないものであり、音の交替に関わる説

明原理としては説得力に欠けるものであると思われる。第二に、次のような例を観察し

た場合、調音労力の低減という観点から音の交替なり変化なりを説明する立場には、ど

うしても疑問を抱かざるを得なくなる。

(5) [ -non-］、［-not-]

a. 目の中： me[non] aka> meNnaka、

僕の所： boku[not] okoro > bokuNtokoro 

b.世の中： yo[non] aka> *yoNnaka、

山の手： yama[not] e > *yamaNte 

(5)に挙げた例はいずれも(1)に示した一Civci―という連鎖を含んでいる。仮にこの連鎖
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が「発音しにくい」連鎖であり、調音労力の低減が指向されやすく、そのために交替が

推進されると考えた場合、 (5b)のような反例の存在はどのように説明されるのであろう

か。 (5a) と (5b)の［ ］内の連鎖は全く条件を等しくしており、仮にこの連鎖が労力

の低減を要求する性質を本在的に持っているのであれば、 (5b)でも撥音への交替が生じ

てもよいはずであるが、実際には「＊世ん中」「＊山ん手」という形は容認されない。

ここで確認しておきたいのは、「調音労力の低減」といった生理的要因が、あくまでも

音の変化の動機のひとつに過ぎないということである。たとえば音便のような形態音韻

論的現象にしても、川上 (1988)が述べているように、話し言葉における音声実現上の

変異がその端緒として存在していただろうことは十分に類推できることであり、むしろ、

特定の時期を境にいきなり形態音韻論的現象として音便化が定着したと考える方が不自

然である。ただ、調音器官の運動効率という生理的な動機はあくまでも表層的な要因で

しかなく、言語における変化や交替が、そのような器質的な動機によってのみ司られる

と考えることに対しては、疑問視せざるを得ないのである。現に(5)のようなギャップは、

音の交替が調音器官の都合だけによって生じるのではなく、それ以外のなんらかの動機

が交替に関与しているということを示唆している。

ここで、改めてこの交替現象のあり方について詳しく観察してみる必要がある。特に、

音声上の変異と音韻的な交替とがどのような関係にあるか考えてみなければならない。

具体的現象を通してこの点について考えてみたい。たとえば「の」というモーラを含む

構造における音の交替の可否を観察した場合、次のような分布を見出すことができる。

(6) 「の」での交替

a. (1)の連鎖を有するグループ

目の中： meQQQaka> meNnaka、目の所： me!!Q_!okoro> meNtokoro、

目の玉： ma匹担ma>meNtama、雨の時： ame凹!oki> ameNtoki、

その時： so巴庄oki>soNtoki、この時： ko胚庄oki> koNtoki、

あの時： a墜些ki>aNtoki、

その次： so墜庄ugi> SONtugi、この次： ko~庄ugi> koNtugi、

あの次： a墜庄ugi>aNtugi、

その中： so墜巴aka>soNnaka、この中： ko歴咀aka>koNnaka、

あの中： a墜咀aka>aNnaka

b. (1)の連鎖を持たないグループ

目の外： me匹§.Oto>*meNsoto、目のほう： me~ou>*meNhou、

目の前： me!!.Q!!!_ae> *meNmae、目のかたき： me!!Qkataki>*meNkataki、

その方： so胚也ou>*soNhou、この方： ko~也ou>*koNbou、

あの方： a~也ou>*aNhou、

その分： so墜也ou>*soNbuN、この分： koQQQUN> *koNbuN、

あの分： aQQQuN> * aNbuN、

その前： sonomae>*soNmae、この前： konomae>*koNmae、
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あの前： anomae> * aNmae 

本論冒頭で指摘したように、「の」を含む構造では撥音との交替が生じやすい。その際、

「の」とそれに続く形態素の最初の子音との間に、 (1)に示した連鎖が見出される (6a)の

ようなグループでは撥音形が容認されやすく、他方、「の」とその直後の子音とが形成す

る連鎖が(1)に当てはまらない (6b) では変化が容認されにくいという一般的な傾向が見

られる。「の」と撥音との交替に関する(6)のような内省は、話者の間でおおかた一致する

ものと思われる。しかし、常に内省が一致するとは限らない。 (6a)の例に関して言えば、

その中のいくつかの例に対しては撥音形を容認できないと判断する話者もいることだろ

う。そこで重要なのは、なぜこのような判断の曖昧さが残るのかということである。

その原因は、おそらく次のような点に求めることができるだろう。通常の発話では、

「の」のモーラは常に明確に [no]と調音されるわけではない。むしろ、いくらか弱化し

た曖昧な音声で実現される傾向にあると言える。こうした弱化した音声は [no]とも撥

音とも決め難いような中間的な音声である場合が多く、その表面的なあり方にだけ注目

していたのでは、交替現象の性質を推し量ることは難しいと言える。そもそも (6a) の

ように、話者の中で「の」と撥音とが交替していると捉えられるあり方を考察する場合、

「撥音」という概念自体が音韻論的に抽象化されたものであるという点に注意しなければ

ならない。つまり、実際の音声実現が連続的な相をなして無限数の物理的中間態を有す

る一方で、我々（の言語体系）はそれらを [no] という CVモーラないしは撥音という

単位のいずれかで把握しなければならないという、二極的な認識の方法しか持ち合わせ

ていないのである。

こうした点を考慮すると、 (6a)のように「撥音形が容認される」という事実は、弱化

した中間態として実現される「の」のモーラが「撥音へと再構成される」ということを

意味しているものと言える。坪井 (1989)はこのような再構成を「仕立て直し」と呼び、

音声面の実態と音韻論的把握とが別個に論じられるべきものであると既に指摘している

が、その考え方はここでも当てはまり得る。すると、撥音への交替に関しては、次のよ

うな二つの過程を想定する必要があるだろう。

(7) 音声変異と音韻論的判断

,--------->-―------------------------、,--------------------------------------、
: a.音声上の変異の段階： ！ b．撥音への再構成：可 ~IN/ 

i 9 

否： ►/no/
し―--- - -- - - -- - -- - -- - - - -- -- - - -- - - -- - -- 'L  --------------------------------------' 

調音労力の低減といった生理的な要求は、 (7a)の段階のみで問題とされるべきことであ

る。たとえそのような要求が生じたとしても、それがすぐさま音韻的な交替へと直結す

るわけではない。再構成の可否に関与する段階 (7b) を経て、撥音形の可否が決定され

ると考えられる。そして本論で着目するのは、その段階でどのような音韻論的判断基準

が関与しているかということである。つまり、 (6)に挙げたような現象を「CVモーラと撥

音との交替」と仮に称するのであれば、その定義は次のようにまとめられるであろう。
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(8) 現象の定義

曖昧に実現される音声的な中間態を音韻論的単位である撥音に再構成する過程

ある音的な現象を一口に「音の変化」と括ってしまうと、そこには音声的な変異も音

韻論的な変化も一様に含まれてしまうことになる。特に現在扱っている「の」と撥音と

の交替は常に話し言葉だけで観察される現象であるため、音声変異とも音韻変化ともつ

かない不安定な性格を持っている。このような両面的な性格を持つ現象に対して、「音声

変異」ないしは「音韻変化」と総称して画ー的に把握することには問題が多い。着目す

べき領域を明らかにする意味でも、 (7)および(8)のような視点を設けておく必要があ

る（注4)。

3.撥音形容認の音韻論的基準

そこで本節では、 (7b)の段階における撥音への再構成がどのようなことを基準として

生じているかという点について考察してみたい。交替後の形態に現れる撥音に着目して

みると、撥音形が容認される形態と容認されない形態との間に興味深い相違を見出すこ

とができる。たとえば(6)に挙げた例についてみてみると、撥音形が容認される例では全

てにわたって撥音が［n]で実現され、他方、撥音形が容認されない例では、撥音は [n]

以外の音声で実現されるという違いが観察される（注5)。

(9) 撥音の具体的音声の違い

a.撥音形が容認されるグループ： ／N/= [n] 

目ん中： me[n] naka、目ん所： me[n] tokoro、目ん玉： me[n] tama、

雨ん時： ame[n] toki、そん時： so[n] toki、こん時： ko[n] toki、

あん時： a[n] toki、そん次： so[n] tugi、こん次： ko[n] tugi、

あん次： a[n] tugi、そん中： so[n] naka、こん中： ko[n] naka、

あん中： a[n] naka 

b.撥音形が容認されないグループ： ／N／キ [n]

＊目ん外： ＊me [N] soto、＊目んほう： ＊me [N] hou、

＊目ん前： ＊me [m] mae、＊目んかたき： ＊me [ D] kataki、

＊そん方： ＊so [N] hou、＊こん方： ＊ko [N] hou、

＊あん方： ＊a [N] hou、＊そん分： ＊so [m] buN、

＊こん分： ＊ko [m] buN、＊あん分： ＊a [m] buN、

＊そん前： ＊so [m] mae、＊こん前： ＊ko [m] mae、

＊あん前： ＊a [m] mae 

(9)の分布から察するに、撥音が [n]で実現されるかどうかという点が、撥音形の容認性

に深く関与していると推測することができる。それと同時に、交替前の形態に見られる

(1)の条件が撥音の具体的実現に対して関わりを持っているという点にも気付く。 (1)を満

たす連鎖では撥音は必ず [n]で現れ、そうでない場合には［n]以外の音声で撥音が実
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現されるからである。

この事実は、「の」のモーラと撥音との交替現象を次のような音素レベルの変化の式に

よって捉えてしまうと、どうしても見落とされがちである。

(10) 「の」と撥音との交替

/no/> /NI 
この表示は、一面では交替の実態を忠実に表していると言えるが、／N／のように抽象化さ

れた音素表示には [n] とそれ以外の鼻音が全て同等に異音として含まれてしまうため、

(9)に見られる分布を十分に記述できないという問題が残る。そこで、この交替を次のよ

うに単音レベルで表示しなおすことにより、 (9)での分布の違いを十分に記述することが

可能になる（注6)。（lla) は (9a) のグループでの交替を示したものである。また (11b)

は (9b) のグループの中の「目の前＞＊目ん前」の交替を示している。

(1り

a
 

b. 

C1 V C1 (V) 

I-― ― →  
[n] [o] [n] 

* C1 V C1 (V) 

| --―→ 
[n] [6] [m] 

(lla) と (llb)の違いは、交替の前後において Clで表される子音が変化するかしない

かという点に求められる。 C1の子音が交替の前後で変化しない (lla)が適格である一方

で、変化してしまう (llb) は不適格である。このことから、「の」と撥音との交替の可

否を決定する音韻論的基準を次のようにまとめることができるだろう。

(12) 交替の前後でC1に位置する子音に変化がない場合、撥音形が容認される。

交替の前後で、撥音の具体的音声に(lDのような違いが見られるのは、撥音の派生に見

られる音韻論的性質によるものである。撥音が派生される場合には、中和と逆行同化と

いう二つの過程を経由する。中和とは、対立を示すいくつかの音声が特定の位置でその

対立を解消する現象であり、撥音に関して言えば、頭子音位置で対立を示す [n]: [m] 

が、末尾子音位置に撥音として構成される場合にその対立を失うという事実を挙げるこ

とができる。また、撥音の具体的音声は直後の分節音からの逆行同化によって決定され

る（服部1979)。たとえば「目ん所」に現れる/-Nt-／という連鎖では、［t]の素性の一

部が撥音に拡張してその具体的音声を［n]に特定する。

中和と逆行同化の過程を考慮に入れて、 (lDの派生過程を素性表示で示すと次のように

なる。
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(13) 

a.「目ん所」

[cor] [cor] [cor] [lab] 

C廿こ付された破線はもともと「の」の頭子音 [n]に属していた素性群の連鎖であり、 C1

が撥音に再構成された際にこれらは中和によって削除される。また、実線でつながれた

素性群は交替後に残るものである。そして矢印で示された素性の拡張は、逆行同化の過

程を意味している。すると、「目ん所」では中和によって削除されたものと同じ素性が交

替の後に C1に与えられ、 [n]という音声をもたらしている一方で、「＊目ん前」の場合に

は交替の前後で C1に付与される素性が異なってしまっていることが理解できよう。

以上のような観察に基づくと、 (12)で述べた撥音形の容認性に関わる基準をさらに次の

ように厳密化することができる。

(1り 撥音形の容認性に関わる音韻論的基準

交替の前後で、「の」の頭子音C1=[n]の素性が保持される場合に、撥音形が容

認される。

この基準が満たされるのは、交替前の形態に(1)に示した連鎖が含まれている場合である。

このことについては(6)で既に見た通りである。すると、「の」と撥音との交替に関して働

く要因として、 (1)と(1-0の二つが挙げられるわけだが、では両者のうちどちらが、交替に

際してより根本的に関与しているのであろうか。

「の」と撥音との交替が生じるのは、原則として交替前の形態において(1)の音声的条

件が満たされている場合である。しかし、次に挙げる例では(1)で表される連鎖が交替前

の形態の中に存在しないにもかかわらず、撥音形が許容される。

(15) 例

a.ぼくのうち（家） ～ぼくんち： boku~迎i> boku [n] ti 
（類例：私のうち～私んち、彼のうち～彼んち、あなたのうち～あなたんち、

彼女のうち～彼女んち、山田のうち～山田んち）

b. このやろう（野郎） ～こんにゃろう： ko~aroo> ko [n] nyaroo 
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（類例：あのやろう～あんにゃろう）

各例の下線部は明らかに(1)の条件にはそぐわない。このため、仮に(1)を「の」と撥音の

交替の条件として考えると、 (15)の例は全く説明のつかない例外となってしまう。一方、

(1)ではなく (14)を基準として考えると、これらを例外と考える必要はなくなる。なぜなら、

交替の結果生じた撥音の具体的音声はいずれの場合も [n]であり、 (14)の基準が満たされ

ているという点では (9a) に挙げた例と軌を一にしていると言えるからである。このた

め、（1) は (14) の十分条件であるに過ぎず、撥音形の容認に関しては(1)よりも(14)の基

準の方が根本的に関与していると判断することができるだろう。

(15a)「ぼくのうち～ぼくんち」の交替は、これまで扱ってきた例からすると特殊な

ものである。 [no]とそれに続く分節音とが形成する連鎖が(1)を満たしていないだけでな

く、 [no]の直後の [u]までもが脱落するというあり方を示すからである。試みに、 [u]

の脱落しない形で撥音が生じた場合を想定してみると、その容認性が極めて低いことが

分かる。

(16) ＊ぼくんうち＊boku[N] uti、＊わたしんうち＊watasi[N] uti 

このような形は、いわば「の」のモーラと撥音とを単純に置き換えただけの形であると

言えるが、「の」と撥音との交替を(10)のように記述してしまうとこうした容認されない形

を認めてしまうことになり、説明上の妥当性を欠く。 [no]が [n] と交替してこそ、容

認性の高い形が生まれることから、この交替現象は表面的には「の～ん」の交替である

にせよ、実質的には (no)μと (n)μの交替とも言うべき性格を持っていると言える。

このことは、 (15b)の例からも導き出される帰結である。 (15b)でも、交替前の形に現

れる [-noy-］という連鎖は(1)を満たしていない。また、先の例と同様に「の」と撥音

とを単純に置き換えた(17)のような形は容認性が低い。

(17) ＊こんやろう＊ko[N] yaroo、＊あんやろう＊a[N] yaroo 

(no)μと (n)μの交替がこの現象の本質であると考えると、このような不適格な形が生み

出されない理由を説明することができる。「の」が撥音と交替しても、その具体的音声が

[n]に特定されない限り、交替形は容認されないからである。このようなことからも、

この交替現象が(14)の茎準に強く支えられているというあり方を垣間見ることができる。

さらに (15b)の派生に見られる特徴についゼ考えた場合にも、 (14)の基準が「の」と撥

音との交替に関して根本的に関与しているという点を確認することができる。一般に、

「の」と撥音との交替は、 (13)に示したように撥音での中和および逆行同化の過程によって

説明されるが、「このやろう～こんにゃろう」での交替にはそのプロセスが見出せない。
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(18) 「このやろう」＞「こんにゃろう」

C1 

[n] 
>
L囚

2

-

］
 

c

e

j

 

C1 (V).C2 

こ[nJ [jJ 

むしろ(18)に示したように、 C1での中和が起こらないまま、 [n]の素性がC2へと拡張する。

このあり方を見ると、 C1の［n]の素性がかなり積極的に保持されているということが理

解できるだろう。こうしたことから、「の」と撥音との交替が本質的に (no)μと (n)μの

交替という性質を持ち、交替の前後で C1の素性が保持されるかどうかという点が撥音形

の容認性を決める基準になっているという、これまでの主張を裏付けることができる。

4. まとめおよぴ今後の課題

本稿では、現代日本語にしばしば観察される「の」のモーラと撥音との交替を取り上

げ、撥音形の容認性に関する基準がどのような点に求められるかということを中心に論

を進めてきた。これまで述べてきたように、全体的な傾向性として、 (14)のような基準が

撥音形の可否を判断する上で機能していると考えることができる。

ただし、実際には上述の主張にそぐわない例も散見する。そのような例外については、

大きく次の二種類に分けて考えなければならない。まず、 1)基準(14)を満たしているに

もかかわらず撥音形が容認されない例。次に、 2)基準(14)を満たしていないにもかかわ

らず撥音形が容認される例。前者には、 (5b)に挙げたような例のほか、以下(19)に挙げる

ような例が相当する。

(19) 例外 1)

そのテレビ～＊そんテレビ、このテレビ～＊こんテレビ、あのテレビ～＊あんテレビ

: [-not-] 

そのナイフ～＊そんナイフ、このナイフ～＊こんナイフ、あのナイフ～＊あんナイフ

[-non-] 

その暖炉～＊そん暖炉、この暖炉～＊こん暖炉、あの暖炉～＊あん暖炉

[-nod-] 

その通帳～＊そん通帳、この通帳～＊こん通帳、あの通帳～＊あん通帳

: [ -nots-] 

これらに共通することは、「の」に続く名詞が具体的な名詞であるということである。撥

音形の容認される形態では「中、所、時、次」などといった抽象的な内容を表す名詞が

含まれることが多い。こうした例を見ると、 (14)の基準が強制的な性質を持つものである

と一概に断定することは難しくなるが、「の」と撥音との交替がもともと音声的な変異を

端緒としているという経緯を考慮すると、ここであえて(14)に強い規則性を求める必要は

ないと言える。 (19)のような例外が存在するということによって(14)の結論が全く否定され

るわけではなく、例外を含みつつも撥音形の容認性に際して(14)がなんらかの傾向性とし

て機能しているという実態は、十分に記述されるべきことである。
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もう一つの例外 2) については、次のような具体例を挙げることができる。

(20) 例 外 2)

そのくらい～そんくらい、このくらい～こんくらい、あのくらい～あんくらい

ここに挙げた形態での撥音の具体的音声は(14)にそぐわない [n]であることから、これ

らもまた別の意味で例外的な性質を持っていると言える。先のU9)の例外に対しては、 (14)

が交替を義務的に促す規則ではないという消極的な説明が与えられるが、 (20)の例外は(14)

を全く無視した交替であるため、これらに対しては次のように考えざるを得ない。つま

り、「の」と撥音との交替を促す要因にはこれまで考察してきた音声的な要因以外のもの

も関与していると思われ、 (20)はそういった要因によって生じた交替であると考える必要

がある。このことは、 (19)の例外に関しても同様に考慮すべきことかもしれない。本論で

考察してきた音声的な要因は、交替に関わる要因の一つにしか過ぎず、実際にはいくつ

かの要因が複合的に関わっているというのがこの現象の本質的なあり方なのであろう。

「の」と撥音との交替現象はもともと話し言葉での音声的な変異に端を発する現象である

ため、現代語において比較的安定して生じる音便現象や連濁などの形態音韻論的諸現象

とは同列に論じられない不安定な性質を持つ。このため、 (14)に挙げた基準が必ずしも規

則的な力を発揮しているわけではない。ただ撥音形の容認に関して明確な線引きが不可

能であるにしても、本論で考察してきたように容認性の分布に見られる傾向を記述する

ことは決して不可能なことではない。特に、これまで調音労力の低減という生理的側面

だけに説明が求められがちであった現象に対して、本論では音韻論的側面から (14) の

ような基準を一つの傾向性として一般化する試みを行った。

付 記

本研究は、日本学術振興会特別研究員研究奨励費および平成7年度文部省科学研究費により、課題研究の

成果の一部をまとめたものである。

注

1. Clements、Honmaらの示した素性階層モデルでは、 Sagey(1986)によって Root節点 (RT)に直

接支配されると考えられていた [continuant]の素性が Oralcavity節点 (OC)に付属するものとして

構成されている。その妥当性については Honmaに詳しいが、特に日本語の撥音に見られる逆行同化現

象を十分に説明できるモデルであるという点で、望ましいものと考えられる。なお、本文では素性階層

図を示さなかったが、階層構造においては左側の素性[-continuant]。Cが右側の素性 [coronal]PLより

も上位に位置することになる。素性の右下文字 RT、SL、OC、PLはそれぞれ、 Root節点、 Supralaryn-

geal節点、 Oralcavity節点、 Place節点に当該の素性が支配されていることを示す。

2.臼田 (1979)の報告による。

3.浜田 (1962)の挙例による。

4.音声現象と音韻現象のそれぞれのレベルで扱われるべき性質を持った類似の現象として、母音の無声

化が挙げられる。母音の音韻論的特性として最も重要なのは、[+voiced]の特徴を持つということであ

る。ところが、無声化母音は実質的に声を伴わない。にもかかわらず、我々はそれを母音として認識す

る。特に、佐久間 (1929)、川上 (1977)、前川(1989)に指摘されているように、「シ、チ、ヒ、ス、ツ、

フ」などの摩擦音、破擦音を含むモーラで無声化が生じた場合には、音声学的には母音の実体すら存在

しない。だが音韻論的には、そこに母音があるものとして解釈されるのである。このように、音声学的
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実態の観察・記述と音韻論的な解釈はレベルの異なる領域であり、仮に当該の現象が音声学的に観察さ

れるものであっても、その音韻論的な扱いはまた別に論じられるべき課題となる。「の」と撥音との交替

も、もともとは [no]の音声上の弱化を発端とする現象ではあるが、本文に示したように撥音への再構

成は専ら音韻論的領域に属する操作として、独立して考察されるべき問題である。

5. (9b)では撥音形は生じないが、仮に生じた場合を考えてみる。そのことにより、撥音が [n]以外の

音声で現れる場合には撥音形が容認されないという実態を知ることができる。なお、摩擦音に撥音が続

く場合の具体的音声については本稿では全て [N]で表記したが、服部 (1951)の観察によると、摩擦

音が撥音の直後に続く場合その撥音は鼻母音ないしは鼻子音で実現され、そのどちらで実現されるかは

発話により不安定であるとされる。例として服部は「検査」を [keiii sa]のように鼻母音で記述する

とともに、同じ摩擦音を含む「戦争」を [sez so :]のように鼻子音で記述している。

6.表示上の便宜により単音がアルファベットで示されているが、実際にはこのアルファベットは弁別素

性の束で構成されていると考える。
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